
1 

◎新潟県告示第1325号 

漁船損害等補償法（昭和27年法律第28号）第112条の２第３項の規定により、次の加入区について同条第２項の

規定による届出を審査した結果、同法第112条第１項の規定による同意があったものと認める。 

平成24年11月６日 

新潟県知事  泉 田  裕 彦 

 

漁協 加 入 区 の

名称 

区  域 

佐渡 高千 佐渡市石名、小野見、北田野浦、高千、入川、北立島、北川内、後尾、石花、北片辺、

南片辺、矢柄、関、五十浦、岩谷口、小田、大倉の区域 

内海府 内海府 佐渡市鷲崎、見立、北小浦、虫崎、黒姫の区域 

内浦 内浦 佐渡市北五十里、白瀬、玉崎、和木、馬首、北松ヶ崎、平松、浦川、歌見の区域 

水津 水津 佐渡市水津、片野尾、月布施、野浦、東立島、東強清水、鮑、赤玉、立間、豊岡、 

柿野浦、東鵜島、岩首の区域 

姫津 姫津 佐渡市姫津の区域 

上越 上越 糸魚川市新鉄、押上、寺島、寺町、大町、東寺町、中央、京ヶ峰、大字大和川、 

大字田伏、大字竹ヶ花、大字梶屋敷、大字中浜、大字間脇、大字能生、大字能生小泊、

大字百川、大字鬼伏、大字藤崎の区域 

筒石 糸魚川市大字筒石、大字徳合の区域 

上越市 上越市 上越市大字茶屋ヶ原、大字鍋ヶ浦、大字有間川、大字長浜、大字虫生岩戸、大字五智、

大字中央、大字安江、大字東雲町、大字春日野、大字黒井、大字下荒浜、大字夷浜、

大字西ヶ窪浜、大字港町、大字塩屋新田、大字遊光寺浜、大字春日新田、大潟区犀潟、

土底浜、雁子浜、渋柿浜、四ッ屋浜、上小船津浜、下小船津浜、潟町、九戸浜、上越

市柿崎区一円の区域 

新潟 柏崎 柏崎市一円の区域（但し、西山町の区域を除く） 

出雲崎 三島郡出雲崎町及び柏崎市西山町の区域 

新潟 新潟市西区青山、関屋、中央区一円（但し、中央区南出張所の区域を除く）及び 

東区秋葉、秋葉通、王瀬新町、大山 、上王瀬町、鷗島町、北葉町、空港西、幸栄、

河渡、河渡新町 、河渡本町、向陽 、小金台 、小金町 、下山 、白銀 、神明町 、

末広町 、太平 、宝町 、長者町 、月見町 、東新町 、錦町 、根室新町 、浜町 、

浜谷町 、東臨港町 、藤見町 、船江町 、古川町 、古湊町 、平和町 、松島 、松園 、

松和町 、物見山 、桃山町 、山の下町 、有楽 、臨海町 、臨港 、臨港町 、榎 、

榎町 、卸新町 、上木戸、紫竹、紫竹卸新町、紫竹山３丁目、下木戸、竹尾、竹尾卸

新町、中木戸、中山、はなみずき、牡丹山、山木戸、沼垂の区域 

松浜 新潟市北区松浜及び三軒屋町一円の区域 

山北町 村上市浜新保、桑川、笹川、板貝、今川、脇川、寒川、芦屋、鵜泊、寝屋、勝木、 

碁石、府屋、岩崎、中浜、伊呉野の区域 

粟島浦

村 

粟島浦村 岩船郡粟島浦村一円の区域 

 

 


